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令和７年度生活習慣病発症・重症化予防事業（糖尿病対策・高血圧症対策）に関する 

Ｑ＆Ａ（医療機関向け） 

 

Ｑ１．いつ、誰に対して、どのように事業を実施するのですか。 

 Ａ．令和７年度は、盛岡市国民健康保険加入者のうち、必要が認められた方を対象に、

６月中旬～７月上旬に、通知・電話・訪問による初回勧奨、10 月中旬～下旬に再勧

奨を実施する予定です。令和７年度は、糖尿病対策も高血圧症対策も同様のスケジュ

ールで介入します。 

また、糖尿病対策事業においては、より糖尿病重症化の危険性が高い方へ必要な介

入を実施できるよう、健診結果等に応じて表１のとおり対象者を階層化し、介入内容

を変えています。HbA1c 値、腎機能、糖尿病薬の外来処方歴、糖尿病網膜症での受診

歴の項目において、より介入レベルが高いほうに準じて介入を行います。 

 

  ＜表１＞令和７年度糖尿病対策事業における対象者の階層化 

介入 

レベル 
介入内容 HbA1c値 腎機能※１ 糖尿病薬 

処方歴 

糖尿病 

網膜症 

１ 初回通知のみ 6.4％以下 緑   

２※２ 初回通知、再勧奨通知 6.5～6.9％ 黄   

３ 初回通知、受診勧奨架電・訪

問、再勧奨通知 
7.0～7.9％ 橙   

４ 初回通知、受診勧奨架電・訪

問、再勧奨通知、再勧奨架

電・訪問 

8.0％以上 赤 あり あり 

  ※１ 腎機能は、盛岡市特定健康診査における eGFR 値と尿蛋白定性検査の結果に基づき、ＣＫＤ重症度

分類を適用して階層化しています。なお、盛岡市の特定健康診査では、尿中微量アルブミンの検査

を実施していないため、尿蛋白定性検査で（-）を A1、（±）を A2、（＋）を A3 と読み換えてい

ます。 

  ※２ 介入レベル２に該当する者のうち、血圧に係る理由での通院がなく、令和６年度特定健康診査結果

においてⅡ度高血圧以上（収縮期血圧 160 ㎜ Hg 以上 かつ/または 拡張期血圧 100 ㎜ Hg 以上）に該

当する者については、介入レベル３に引き上げて介入を行います。 

 

Ｑ２．「通知②『受診のお勧め』」とは何ですか。 

 Ａ．スムーズな受診につなげるための市から医療機関への連絡と、医療機関から市への

受診報告を一体化させた様式です。対象者が令和６年度の盛岡市特定健康診査を受診

していた場合は、市がその結果を記載したうえで、対象者に送付します。 

対象者へは、医療機関受診時に、返信用封筒とともに医療機関に提出するよう依頼

しています。対象者が通知②「受診のお勧め」を持参して受診した場合は、郵送また

はオンラインでの受診報告書の提出をお願いいたします。 

 

【郵送で御提出いただく場合】 

診察後、通知②「受診のお勧め」の医療機関記入欄（太枠で表示）に必要事項を記

載のうえ、対象者が持参した返信用封筒にて返送をお願いいたします。 
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 【オンラインで御報告いただく場合】 

   盛岡市公式ホームページ内「盛岡市国民健康保険・後期高齢者医療制度保健事業に

協力いただいている医療機関様へ」に掲載しております「令和７年度高血圧症対策事

業 受診報告」または「令和７年度糖尿病対策事業 受診報告」から受診報告用ペー

ジにアクセスしていただき、設問に回答後、送信をお願いいたします。 

 

Ｑ３．糖尿病対策事業での通知②「受診のお勧め」で「専門医紹介の必要性」についての

回答欄がありますが、専門医への紹介基準はありますか。 

Ａ．いいえ。当該項目は専門医につなぐ基準を市が定めるものではありません。また、

後日、対象者の転帰によって責任が問われるものでもありません。御高診いただき、

対象者の状況から総合的な御判断を御記載ください。 

 

Ｑ４．当該事業の協力医療機関ではない場合も、患者さんが来院する可能性がありますか。 

 Ａ．はい。糖尿病対策事業対象者には、県医師会作成の糖尿病性腎症重症化予防対策に

係る協力医療機関一覧を送付しておりますが、受診先の指定は行っておりません。そ

のため、当該事業の協力医療機関ではない場合も、対象者が通知②を持参して受診さ

れる可能性があります。対象者が受診された場合は、御高診くださいますようお願い

いたします。 

 

Ｑ５．受診勧奨対象者が受診した場合、指定の検査項目がありますか。 

 Ａ．ありません。先生の御判断で、保険診療にて検査の実施をお願いいたします。 

    

Ｑ６．受診勧奨対象者が受診した場合の、診察料、検査料の請求先はどこですか。 

 Ａ．保険診療で御高診いただけますようお願いいたします。現在、対象者に対する治療

費の助成等は実施しておりません。 

 

Ｑ７．当事業に関わる前に、医療機関が市へ提出しなければならない同意書がありますか。

また、この事業対象者を診察することで、市から医療機関へのインセンティブはあり

ますか。 

 Ａ．同意書は必要ありません。また、事業対象者の診察、検査はあくまでも保険診療で

行っていただくこととしております。 

 

Ｑ８．この事業に関する情報は、どこから得ればよいですか。 

 Ａ．資料・様式等を、盛岡市・盛岡市医師会のホームページにて公開しております。 

また、令和６年度より開設しております盛岡市ホームページ内医療機関様への連絡用

ページ（「盛岡市国民健康保険・後期高齢者医療制度保健事業に協力いただいている医療機関

様へ」）に、各種保健事業に関する資料や連絡事項等を掲載しておりますので、ご活

用ください。 

掲載されていない点については、健康保険課業務係（019-626-7527）までお問い合わ

せください。 
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【事業の概要】盛岡市ホームページ「盛岡市国民健康保険生活習慣病発症・重症化予防事業

（高血圧症対策・糖尿病対策・若年者健康支援）について」はこちら（広報 ID 1039892） 

https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/hokennennkin/kokuho/1039892.html 

   

 

 

 

 

 

盛岡市医師会ホームページはこちら 

https://morioka-med.or.jp/member/#renraku 

 

 

 

 

 

 

【医療機関様向け連絡用ページ】盛岡市公式ホームページ「盛岡市国民健康保険・後期高齢者

医療制度保健事業に協力いただいている医療機関様へ」はこちら（広報 ID 1047158） 

https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/hokennennkin/kokuho/1047158.html 
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